
宮城県認知症介護基礎研修緊急支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、将来的に介護サービスの需要がさらに高まることが見込まれている一方、生産年齢

人口が急速に減少し、介護現場における職員不足が一層進むことが想定される状況において、

医療・福祉関係の資格を持たずに介護職員となる者に対して義務付けられている研修の受講料

の軽減を通じた介護人材の確保及び認知症介護体制の強化を目的として、宮城県認知症介護基

礎研修緊急支援事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内で交付するものとし、そ

の交付に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「交付規則」と

いう。）で定めるもののほか、この要綱で定めるところによる。 

 

（交付対象者） 

第２ 知事の指定を受けた認知症介護基礎研修実施機関において、厚生労働省の定める認知症

介護基礎研修を修了した介護職員等が従事する県内（仙台市を除く。）の介護保険施設・事業

者等とする。 

 

（交付対象経費及び算定方法等）  

第３ 補助金の交付対象となる対象経費、補助金上限額及び補助率は、下記のとおりとする。 

対象経費 補助金上限額 補助率 

認知症介護基礎研修に係る受講料（消費税及び地方

消費税分を除く。） 

修了者１名につき 

2,728円  
10/10以内 

 

（交付申請及び実績報告）  

第４ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１号による補助金

交付申請書に知事が定める書類（以下「添付資料という。」）を添えて、知事に提出しなければ

ならない。  

２ 交付規則第３条第３項の規定により知事が添付を省略させることができる書類は、同条第２

項第１号から第３号に掲げる書類とする。 

３ 様式第１号は交付規則第１２条第１項の補助事業等実績報告書を兼ねるものとする。 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。  

（１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等 

（２）県税に未納がある者  

５ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警察本部長

宛て照会することができる。 

６ 第１項の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく仕入に係る消費税及び地方

消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）を減額して申

請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入

控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 



（交付の決定及び額の確定） 

 第５ 知事は、第４第１項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を

審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、申請者に通知するも

のとする。  

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

３ 第１項の交付の決定は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定を兼ねるものとする。 

 

（補助金の交付） 

第６ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

（補助金の取消し） 

第７ 知事は、交付規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者が補助金

の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく知事の処分に違反

したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。  

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用することが

ある。 

 

（補助金の返還） 

第８ 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、交付規則第１７条第１項の規定により、期限を定めて、

その返還を命ずるものとする。  

２ 補助金の額を確定した後に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定

めて、その返還を命ずるものとする。  

 

（その他必要な事項） 

第９ 補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年３月３１日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 
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